
第9号議案 

 

豊後大野市介護保険条例の一部改正について 

 

 

 豊後大野市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

 

  令和8年3月2日 提出 

豊後大野市長 川 野 文 敏    

 

 

提案理由 

地方税における給与所得控除の見直しに伴い、給与所得を有する第1号被保険者に係る

令和8年度の保険料の減免の特例を設けたいので、この案を提出するものである。 
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豊後大野市介護保険条例の一部を改正する条例 

 豊後大野市介護保険条例（平成17年豊後大野市条例第159号）の一部を次のように改正

する。 

附則に次の見出し及び2項を加える。 

（令和8年度分の保険料の減免の特例） 

１２ 第12条第1項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める者に対する令和8

年度分の保険料を減免することができる。 

１３ 第12条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により保険料の減免を受ける者につ

いては、同条第2項の規定による申請を要しない。 

   附 則 

 この条例は、令和8年4月1日から施行する。 
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